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世
界
の
法
曹
人
口
の
比
率
は
、
単
純
に
計
算
す
る
と
日
本
は
人
口
約
六
〇
〇
〇
人
に
一
人
、
ド
イ
ツ
は
七
〇
〇
人
に
一
人
、

ア
メ
リ
カ
は
二
五
〇
人
に
一
人
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
多
民
族
の
複
合
体
国
家
で
は
な
い
こ
と
を
踏

ま
え
て
も
、
ア
メ
リ
カ
人
弁
護
士
八
八
万
人
に
対
し
て
、
日
本
人
弁
護
十
一
万
九
〇
〇
〇
人
と
い
う
実
態
は
あ
ま
り
に
も
少
な

い
。 

三 

米
国
型
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
制
度
を
、
わ
が
国
に
導
入
す
る
案
が
あ
る
と
聞
く
。
こ
の
案
は
、
法
曹
人
口
の
拡
大
に
有
効
で
あ 

一 

バ
ブ
ル
で
約
一
〇
兆
円
の
損
害
を
被
り
、
海
外
投
資
残
一
二
五
兆
円
を
有
す
る
日
本
の
国
益
を
守
る
た
め
に
は
、
少
な
く

と
も
五
万
人
の
弁
護
士
が
わ
が
国
に
は
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

こ
れ
が
国
内
に
お
け
る
訴
訟
期
間
の
長
期
化
や
、
遅
々
と
し
て
進
ま
ぬ
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
の
裁
判
の
あ
り
方
に
対
す
る
国

民
の
不
信
感
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。 

二 

妥
協
と
調
和
を
誇
り
と
し
て
伝
承
す
る
こ
と
は
徳
と
し
な
が
ら
も
、
国
際
的
な
視
点
に
目
を
向
け
、
海
外
に
通
用
す
る
弁

護
士
の
数
を
今
後
増
や
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
見
解
と
今
後
の
対
応
方
針
を
伺
い
た
い
。 

そ
の
観
点
に
た
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 
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二 

る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
が
国
の
高
等
教
育
制
度
の
多
様
化
、
高
度
化
に
も
有
効
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
導
入
の
た
め
に
解
決

せ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
に
つ
い
て
も
伺
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


